
議案第２０号 

 

土地改良事業に伴う町及び字の区域の変更及び廃止について 

 

 町及び字の区域を別紙のとおり変更及び廃止をしたいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、議会の議決を求める。  

 

  平成３０年２月２６日提出 

 

愛西市長 日 永 貴 章 

 

 

提案理由 

 

 この案を提出するのは、団体営土地改良事業立田地区鵜戸川工区の換地処

分を行うに当たり、町及び字の区域の変更等をするため必要があるからである。  

 



立田地区鵜戸川工区　　変更調書

１．新右エ門新田町江向に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

四会町井口 ４５６、道路及び水路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

２．新右エ門新田町郷前に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

新右エ門新田町江向 道路及び水路の一部

戸倉町鵜戸 ２６及び２６－２の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

３．戸倉町西鵜戸に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

戸倉町東鯰淵 道路の一部

戸倉町南鵜戸 ８６２、８６２－１、８６３、８６３－１、８６４、８６４－１、

８６４－２及び８６７の全部

８６１、８６１－１、８６５、８６５－１、道路及び水路の

一部

戸倉町鵜戸 ２７及び２８の全部

２６－１及び２６－２の一部

戸倉町折戸 道路及び水路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

４．戸倉町折戸に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

戸倉町南鵜戸 ８６０の全部

８５７、８５７－１、８５７－２、８５８、８５９、８６１、

８６１－１、８６１－３及び水路の一部

戸倉町東鯰淵 道路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。
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立田地区鵜戸川工区　　変更調書

５．戸倉町東川原に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

戸倉町南鵜戸 ８４４、８４４－２、８４６、８４６－１、８４６－２、８４７、

８４７－１、８４９、８５１、８５１－１、８５２、８５２－１、

８５３、８５３－１、８５３－２、８５４、８５４－１、８５５、

８５５－１、８５５－２、８５６及び８５６-１の全部

８５７、８５７－１、８５７－２、道路及び水路の一部

戸倉町東鯰淵 道路の一部

四会町鵜戸 ２１８２、２１８３、２１８４、２１８５、２１８６、２１８７、

２１８８、２１８９及び２２２１の全部

２１８１、２１８９、２１９０、２１９１、２１９２、道路及び

水路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

６．四会町井口に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

四会町郷北 水路の一部

四会町鵜戸 ２１７６－１、２１７７、２１７７－１、２１７９－１及び

２１８０－１の全部、２１８１、道路及び水路の一部

戸倉町南鵜戸 ８６６の全部

８５７－１、８５８、８５９、８６１－１、８６１－３、８６５、

８６５－１、道路及び水路の一部

戸倉町鵜戸 ２６、２６－１及び２６－２の一部

戸倉町東鯰淵 道路の一部

戸倉町西鵜戸 ４８、５９、道路及び水路の一部

新右エ門新田町江向 水路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。
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立田地区鵜戸川工区　　変更調書

７．四会町脇野に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

四会町鵜戸 ２１９３、２１９４、２１９５及び２２１０－１の全部

２１９０、２１９１、２１９２、２１９６、２１９８、２１９９、

２２０８、２２０９、道路及び水路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

８．四会町郷北に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

四会町鵜戸 道路の一部

四会町脇野 水路の一部

９．四会町庄内に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

四会町鵜戸 ２２２４、２２２５及び２２２６－３の全部

２２２２、２２２３、２２２６－２、道路及び水路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

１０．四会町鵜戸に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

石田町北鵜戸 １－１及び道路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

１１．石田町北鵜戸に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

石田町南鵜戸 ５７－２、５８－４、５８－５、５８－６、５９－２及び

１２０－１の全部、１１９－２、１１９－３、道路及び

水路の一部

四会町鵜戸 ２２０４、２２０５、２２０６、２２０６－１、２２０７、２２１３、

２２１４、２２１５の１、２２１５－２及び２２１５－３の

全部、２１９９、２２０８、２２０９、道路及び水路の

一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。
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立田地区鵜戸川工区　　変更調書

１２．石田町南鵜戸に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

小茂井町鵜戸 １９１８－９、１９２０－７、道路及び水路の一部

雀ケ森町四反割 ４７２－１及び道路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

１３．石田町南郷に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

雀ケ森町四反割 ４７２－１及び道路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

１４．小茂井町中屋敷に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

小茂井町鵜戸 道路及び水路の一部

石田町南鵜戸 １４の全部、１３、１５及び水路の一部

雀ケ森町四反割 ４７２－１及び道路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

１５．小茂井町長左エ門浦に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

雀ケ森町七畝割 水路の一部

小茂井町寺浦 道路及び水路の一部

１６．小茂井町中に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

小茂井町寺浦 ７３７－１、７３７－２及び７３７－３の全部

道路及び水路の一部

小茂井町寺下 ７３６－２及び７３６－３の全部

７３６、７３６－１、道路及び水路の一部

雀ケ森町三反割 ８６５－１、８６６－１及び水路の一部

雀ケ森町七畝割 水路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。
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立田地区鵜戸川工区　　変更調書

１７．小茂井町鵜戸に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

石田町南鵜戸 水路の一部

１８．小茂井町池渕に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

小茂井町古堤 ８９、９０、９１及び道路の全部

９２及び水路の一部

山路町宮裏 水路の一部

山路町引橋 道路及び水路の一部

山路町西郷付 水路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

１９．小茂井町宮浦に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

小茂井町長左エ門浦 道路及び水路の一部

小茂井町鵜戸 道路及び水路の一部

２０．雀ケ森町八反割に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

雀ケ森町四反割 ４７３－１、４７４、４７５、４７６、４７７－１、４７８－１、

４７９－１、４８１－１、４８２－１、５０８－１及び

５１３－１の全部、４７２－１、５１５－１、道路及び

水路の一部

石田町南鵜戸 １、２、３、５、６－１、６－２、６－３、８、９－１、

９－２、１０、１１及び１２の全部

１３及び水路の一部

石田町南郷 水路の一部

小茂井町長左エ門浦 水路の一部

小茂井町鵜戸 水路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。
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立田地区鵜戸川工区　　変更調書

２１．雀ケ森町七畝割に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

雀ケ森町三反割 ８５８－１、９０７、道路及び水路の一部

雀ケ森町四反割 ５１９－１、５２０－１、５２１－１、５２２及び５２３－１

の全部５１５－１、道路及び水路の一部

小茂井町長左エ門浦 水路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

２２．雀ケ森町前並に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

雀ケ森町三反割 ８５８－２、８６０、８６１－１、８６１－２、８６１－３、

８６２、８６４－１、９０５及び９０６の全部

８５８－１、８６５－１、８６６－１、９０７、道路及び

水路の一部

山路町引橋 １５の全部、１１及び１６の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

２３．山路町引橋に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

雀ケ森町前並 ５２及び水路の一部

雀ケ森町三反割 ８６６－１、道路及び水路の一部

小茂井町寺下 水路の一部

小茂井町古堤 水路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

２４．山路町西郷付に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

小茂井町古堤 ９２及び水路の一部

地番については、平成２８年１１月２日現在の地番である。

２５．山路町宮裏に編入する区域

町 及 び 字 地　　　　　　番

山路町西郷付 水路の一部

6 


